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地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

長野県薬剤師会 

 会長 日野 寛明 

 

新型コロナウイルス感染症流行下における 
一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

新型コロナウイルス抗原定性検査キットについては、先般令和4年8月19日付 4長薬発

第537号で通知したとおり、薬事・食品衛生審議会医療機器・体外診断薬部会並びに薬

事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会（安全対策調査会）での審議を経て、第1類
医薬品としてOTC化することが了承されました。 

今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部等より、一般用新型コロナ

ウイルス抗原定性検査キット（以下、「抗原検査キット（OTC）」）の販売時における留

意事項が別添（事務連絡）のとおり示されました。 
また、日本薬剤師会におきましても、下記のとおり整理されましたので、別添厚労省

事務連絡留意事項と併せてご確認いただき、適切にご対応くださいますよう、お願いし

ます。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員へのご周知方、特段の

ご配意をお願いします。 

 

●今回の留意事項は、一般用として製造販売承認を受けた製品（抗原検査キット 
（OTC）の取扱いについて示されたものです。現在、薬局において特例的に販売可能

となっている医療用キットの取扱いに変更はありません。  
●抗原検査キット（OTC）は第１類医薬品であり、法令上の取扱いに則って陳列・掲示・

販売等を行ってください。販売にあたっては、薬剤師による適切な指導・情報提供が

必要であり、使用方法等の丁寧な説明はもちろんのこと、必要に応じて確実に医療機

関の受診につなげることが重要です。  
●陽性の判定の場合におけるその後のフロー（健康フォローアップセンター等へ の登

録、医療機関への受診等）は、自治体によって異なることや感染状況によっても変更

が起こり得ます。自治体等と連携をとりながら最新の情報を確認し、使用者に情報提

供することが必要です。 
●インターネット（オンライン含む）販売を行う場合は、特定販売の届出等を行う必要

があります（参考資料参照）。 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

事務局長 中島 ／ 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 
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